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奥州市の
観光・イベント

シリーズ

この会報は『電子版』でもご覧いただけます。（ホームページhttp://www.oshucci.com/）

本 所
江刺支所
胆沢支所
衣川支所

奥州商工会議所
本 所 ・ 支 所
所在地・連絡先

〒023-0818
〒023-1111
〒023-0403
〒029-4332

奥州市水沢東町4（水沢商工会館4階）
奥州市江刺大通り3-14
奥州市胆沢若柳字相馬檀144
奥州市衣川古戸403-6

Tel.24-3141
Tel.35-2514
Tel.46-3131
Tel.52-3518

Fax.24-3148
Fax.35-2506
Fax.46-3133
Fax.52-3199

全日本農はだてのつどい／今年で３１回目の農はだてのつどいですが、雪不足のため目玉の「福俵引き」が中止になりました。農耕文化の継承を願い１９９０年か
ら毎年行われているつどいで、福俵引きの中止は初めて。そのほかの催しは実施され、例年通りの盛り上がりをみせました。（胆沢）



奥州市景気動向調査（実績10～12月・見通し1～3月）
※令和2年1月調査結果

写真はイメージ

業況DI、売上DI共に悪化を示す
先行きも業況DI、売上DI共に厳しい数値
【結果のポイント】
　今回調査の全産業合計の業況Ｄ
Ｉは▲２３．４で、前回調査（▲１８．８）
と比較して４．６ポイント悪化となっ
た。業種別では建設業が唯一プラ
スの数値で１．８ポイントとなった。
売上ＤＩが▲２３．２で前回調査 (▲
２１．４) から１．８ポイントの悪化と
なった。
　先行き向こう３ヵ月（１月～３月）
については、前回調査との比較で
業況ＤＩは▲３２．４（前回▲２７．６）
と悪化、売上ＤＩは▲３２．９（前回
▲２１．４）と悪化した。
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【業況ＤＩの推移（全産業）】
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※業種別、設問別のＤＩ値一覧表（実績：上段）（見通し下段）

　冬季賞与について、賞与を「支給し
た」と回答したのは全産業の71.9％
となった。業種別の支給割合では、製
造業が80.0％、建設業が85.5％と高
く、他の業種でも50％以上の高い割
合で支給している。

　設備投資は全産業で25.6％の事業所で「行っ
た」と回答があり、前回（26.7％）より減少した。
　今後設備投資の予定があると答えた事業所は
15.0％となり前回調査（22.1％）より減少した。

　令和2年4月の正規・非正規社員の採用予定については、全産業で正規社
員の採用予定ありが32.7％、非正規社員の採用予定ありが17.2％となっ
た。
　高齢化により、生産年齢人口の減少が今後予想される中、今後どのような
人材を積極的に活用（採用）したいかという設問について、全産業で一番高
かったのは「女性」の50.0％、次が「シニア層」の25.5％となった。
　現在育児等の理由で仕事を離れている潜在的な女性の労働力や、定年後
も現役で働きたいと考えているシニア層の積極的な活用を希望する意見が
多かった。
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設備投資予定設備投資を行ったか？

【令和2年4月採用予定と人材活用について】【設備投資について】

【冬季賞与について】
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鎌田段ボール工業
包装を通じてより豊かな暮らし
包装資材の総合メーカー

■段ボール　■包装資材一般　■美装段ボール

株式
会社

本社工場／奥州市水沢工業団地1-36
TEL.0197（24）5185㈹　FAX.0197（24）5190

秋田工場／能代市扇田字山下117
TEL.0185（58）2711㈹　FAX.0185（58）2712

http://kamadan.jp/

ILCトピックス
I L C 誘 致 国 際 会 議 で 政 府 見 解 表 明
～ 引 き 続 き 関 心 を 持 ち 各 国 と 意 見 交 換 を 継 続 ～

　日本時間２月２１日に米国で開かれた国際将来加速器委員会（ＩＣＦＡ）において、次世代の大型
加速器「国際リニアコライダー（ＩＬＣ）」について文部科学省担当者から政府見解が表明された。
　見解は、「国際的な費用分担など課題の解決が必要だ」とした上で「関心を持って米欧との意見交
換を実施する」と表明。政府による見解表明は２０１９年３月の同会議以来で、今年１月に日本学術
会議のマスタープランに大型研究計画として選定されてから初めてとなる。
　文科省の増子宏大臣官房審議官から国内の状況について、日本学術会議が公表したマスタープラ
ンを踏まえ「優先度の高い大型学術研究プロジェクトを掲載する文科省のロードマップの審査対象に
なる」と述べた。
　巨額の経費を要する国際プロジェクトであるＩＬＣ計画は、技術的成立性や国際的な分担を含む様々
な課題が解決されるとともに、国内外の幅広い協力が得られることが必要となる。これまでの国内外
の議論も踏まえ、文科省は、引き続き昨年３月に示した見解に沿って、素粒子物理学における一定
の学術的意義等にも鑑み、関心を持って米欧との意見交換を実施する。

2020年から補助金の電子申請システム
「Jグランツ」が導入されます

2020年から補助金の電子申請システム
「Jグランツ」が導入されます

～利用には「Gビズ ID」の取得が必要です！！～
　本年から、経済産業省関係の補助金申請（ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、ＩＴ導入補助金など）
は、原則として補助金電子申請システム「Ｊグランツ」による電子申請となります。
　Ｊグランツを利用するにはＩＤ（ＧビズＩＤプライム）の取得が必要で、申請・発行までは約２～３週間がかかり
ます。まもなく各種補助金の公募がスタートする予定となっておりますので、補助金の申請をお考えの事業者様
は早めに取得しておくことをお勧めいたします。

ＧビズＩＤプライムの取得には次のものが必要となります ★詳しくは
「Ｊグランツ」のホームページ

「ＧビズＩＤ」のご登録もお忘れなく

https://jgrants.go.jp/

https://gbiz-id.go.jp/top/
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a branch office information
江刺・胆沢・衣川 支 所 情 報

江刺
支所 江刺の桜まつり開催！！
－お気に入りのスポットを見つけて、お花見に出かけてみませんか？－

［旧岩谷堂共立病院］

［館山史跡公園］

●開催日時／４月１０日（金）～５月６日（水）

　　　　　　ライトアップ／午後５時～午前６時

●開催場所／旧岩谷堂共立病院（明治記念館）

　　　　　　館山史跡公園周辺

　　　　　　重染寺・義経供養塔周辺

●問合せ先／奥州商工会議所 江刺支所

　　　　　　ＴＥＬ３５－２５１４

●開催日時／４月１５日～１１月２５日

　　　　　　（毎週水曜日）

　　　　　　午後１時～午後４時

●開催場所／蔵まちモール（中町～南大通側）

●問合せ先／奥州商工会議所　江刺支所

　　　　　　ＴＥＬ３５－２５１４

えさし蔵まち水曜市出店者募集中！！えさし蔵まち水曜市出店者募集中！！

［義経供養塔］

［蔵まち水曜市］オープニングの様子

本　　　社／〒023-1132　岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘69番地
　　　　　　TEL.0197-35-0111　FAX.0197-35-0125
国際物流課／〒023-1101　岩手県奥州市江刺岩谷堂字松長根69番地2
　　　　　　TEL.0197-31-0321　FAX.0197-31-0322

トラック運送、保管・荷造・梱包、通関業、倉庫業

安全　確実　迅速をモットーに　街から街へ　暮らしから暮らしへ
心と心を結ぶ独自の物流システム　まかせて安心　白金運輸

http://www.srg.co.jp
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　平成２９年１月１日から、６５歳以上の労働者にも雇用保険の適用が
拡大されましたが、その経過措置として、令和元年度（令和２年３月３１日）
まで雇用保険料の徴収は免除されていました。
　しかし、令和２年４月１日において満６４歳以上である労働者について
も他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の徴収が必要となります。
　雇用保険適用事業所のみなさまにおかれましては、上記の点に留意し
て保険料を算出することが必要です。

令和2年4月1日から、すべての雇用保険
被保険者の雇用保険料の徴収が始まります！！

　令和２年３月３１日をもって、商工会議所におけるＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）に関するすべての業
務を終了することになりました。長らくご利用いただいた事業者様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いた
だきますようお願い申しあげます。

⑴ 既にＧＳ１事業者コードを利用されている事業者様について【更新手続き】
更新時期を迎えた事業者様には、従来どおり（一財）流通システム開発センターから更新申請書が郵送さ
れます。更新申請を行う場合は、インターネット（URL: https://www.dsri.jp/）から申請を行うか、更新申
請書を（一財）流通システム開発センターへ直接送付してください。

⑵ 新たにＧＳ１事業者コードをご利用される事業者様について【新規登録手続き】
（一財）流通システム開発センターに直接申請を行ってください。
申請方法は（一財）流通システム開発センターのホームページでご確認ください。
商工会議所では申請書類（「はじめてのバーコードガイド」）は配布いたしません。
申請書類をご入用の場合は、（一財）流通システム開発センターへ直接ご連絡ください。

　　（一財）流通システム開発センターへ直接お問合わせください。
　【連絡・問い合わせ先】　（一財）流通システム開発センター　ＧＳ１事業者コード担当

ホームページ：https://www.dsri.jp/　TEL.03-5414-8511　FAX.03-5414-8503
　【本件担当】　奥州商工会議所　本所　総務企画課　TEL.0197-24-3141

商工会議所におけるGS1事業者コード
申請受付業務の終了のお知らせ

Face to Face

水沢信用金庫
こ の 街 と 生 き て い く

／奥州市水沢字日高西72番地1
／0197－23－5191

本 店
ＴＥＬ

千葉建設株式会社
場所：メイプル3F暮らしのショウルーム
TEL：0197-25-5888　FAX：0197-47-5892

■令和２年４月１日以降の手続きについて

■ＧＳ１事業者コードやＪＡＮコードについての問合せ

会社の行事や職場のイベントで迷ったら…会社の行事や職場のイベントで迷ったら…会社の行事や職場のイベントで迷ったら…

0197-24-1173まで ボウリングクオリア 検索

仕事が終わった後の
社内レクリエーショ
ンとして軽く食べな
がらボウリング大会
を出来ないかしら…

ボウリングの後、移
動しないで表彰式後
にすぐ宴会！飲み放
題も！

シフトがいろいろあ
る職場なので全員
が同時に集まって大
会が出来ないけど、
期間内にゲームをし
てもらいスコアを集
計出来ないかな？

日頃、お世話になっ
ているお客様との
交流会にボウリング
大会を開催！

お 申 し 込 み
お問い合わせは
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令和元年度市長要望
中 小 企 業 支 援 策

奥州市の回答《その4》

５）地元企業の支援強化について

　地元企業の多くは雇用を担い、地域の活力維持の役割を果たしておりますが、人口減少や少子化
により、人材確保が困難となり、事業が持続的に発展できない中小企業・小規模事業者等が増加し
てきております。
　地元企業が安定した人材の確保を行うため、中高生や若年者に対しては職場見学会やマッチング
の場の提供など、地元企業の魅力発信を行い、地元定着の推進を図っていただきますよう要望い
たします。
　また、隣接市への大手企業の進出に伴い、より一層の人手不足が懸念されており、地元企業の人
材確保のためにも、従業員の処遇改善や国の働き方改革への対応、高齢者の雇用など地元企業の
労働生産性・収益力の向上が急務であります。
　つきましては、国が推進する生産性向上特別措置法に伴う先端設備等導入計画による設備導入の
さらなる推進や、ＩＴツールを活用した業務改善の生産性向上を図る取り組み、そして高齢者雇用企
業に対しての積極的な支援をしていただきますよう要望いたします。
　全国的に経営者の高齢化に伴う廃業が増加しており、奥州市においても商工業者が減少しており
ます。当所と致しましても、企業の持続的な発展や雇用の確保、地域社会の活力維持のために、中
小企業・小規模事業者の新陳代謝の促進が重要であると考え、事業承継に対する様々な支援を検
討しており、奥州市におかれましても、これら事業承継支援事業に対する予算措置をしていただき
ますよう要望いたします。

【回答】中国経済の失速や米中貿易摩擦の影響により景気の陰りが見受けられるとの報道がなされて
いるものの、堅調な国内経済のもと、有効求人倍率は、全国的に高い水準で推移しております。水沢
公共職業安定所管内においても、平成２７年６月以降連続で１倍を超える状態が続き、令和元年５月に
は１．４４倍と高水準で推移しており、市内企業では、慢性的な人手不足が続いております。さらに、近
隣自治体への大手企業の進出や事業拡大による求人の増加に伴い、人材確保がますます困難となって
おります。
　市では、新規学卒者の地元定着のため、ハローワーク、県、近隣自治体等と連携し、胆江地区求人
情報交換会、奥州・金ケ崎しごと理解ガイダンス、いわて県南就職ガイダンス等を開催するとともに、
岩手大学をはじめとした県内大学や高専とともに、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（Ｃ
ＯＣ＋事業）として市内事業所見学バスツアー等を開催し、職場見学を通じた市内企業の魅力の発信及
び市内企業への就業の促進を図っております。平成２９年度からは、学生等による市内企業でのインター
ンシップへの参加を促進するために補助制度を創設し、市内企業に対する理解の向上を推進しており
ます。また、ジョブカフェ奥州においては、若年層から高齢者までの幅広い世代からの就業相談に応じて、
市内企業とのマッチングを含めた就業への支援に取り組んでおります。今後も引き続き地元定着を図
るための施策を推進してまいります。
　また、人材不足に伴い、ＡＩ、ＩＯＴ、先端設備の導入等による企業の生産性向上が求められております。
市としても、生産性向上特別措置法に基づく課税免除等を制度化したところであり、これらの施策を広
く周知するとともに先端設備等の導入のための支援を行うこととしております。併せて、熟練技術者
退職による生産性低下を防止し社内での技術継承等を進めるべく、定年引上や雇用形態の無期転換な
どにより高齢者雇用を行う企業に対しては国をはじめとする関係機関の助成制度を周知してまいりま
す。
　なお、経営者の高齢化等に起因する事業承継問題が深刻化しており、国を始めとして、税制、補助
金等の支援策が打ち出されております。市としても、これらの状況を捉えながら、関係機関と連携し
適切な指導、支援を行うとともに、必要な施策について検討してまいります。【商工観光部】
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　市内企業の大半を占める中小企業・小規模事業者は、地域の雇用を担い、地域経済を支えるな
ど社会的役割を果たしておりますが、人口減少や少子高齢化などの社会動向の大きな変化等により
厳しい経営を余儀なくされております。
　当所といたしましても、小規模事業者支援法に位置付けられた伴走型支援による企業の持続的発
展を目指し、経営者に寄り添う「顔の見える」支援を実施するため、管内に「江刺」「胆沢」「衣川」
の３つの支所を設置し、それぞれの支所が地域事情を踏まえつつ、特色ある地域振興や商工業振興
の各事業を実施しております。
　経営課題が多様化しているなか、きめ細やかな支援や地域の活性化を図る上でも、今後ますま
す支所の役割は重要性を増してきており、支所活動の維持・存続に向けた財政支援をしていただき
ますよう要望いたします。

【回答】岩手県の商工団体合併マスタープランにより、合併により吸収された商工団体地区の会員の急
激なサービス低下を防止するため及び合併商工団体の地域一体化を推進するために一定の期間特例措
置が設けられていたものと理解しております。
　これまでも支所で実施する事業を含め、商工業の振興に寄与する事業について補助金を支出してき
たことから、今後も、より市民の利便性が向上する効果的な新規事業の実施についてご検討いただく
なかで必要な支援を行ってまいりたいと考えております。【商工観光部】

６）支所事業維持に伴う財政支援について

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国税庁は、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申
告期限・納付期限について、令和２年４月１６日（木）まで延長することを発表しました。
　この会報が発行される頃には、新型コロナウイルス感染症は落ち着いていてもらいたいと願いながら、お知らせを作成
しております。いつもなら、事業所の皆様は所得税の申告が終わって “ホッ”としている頃だと思います。
　しかし、延長になったといっても油断は禁物です！所得税の申告は、お早目に。消費税の申告はお忘れなく。この消費
税を支払う義務があるかどうかは、原則的に課税対象となる売上高によって決まります。その判断は２年前の売上が対象
となるのですが、「課税売上高が１，０００万円超」の人が該当します。つまりその額が１，０００万円以下なら免税となります。
　現在は「国税庁ホームページ」の「確定申告書作成コーナー」で、簡単に所得税の申告や消費税の申告が出来るようになっ
ています。自宅のパソコンから２４時間いつもでも申告ができます。是非、この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

確定申告4月16日まで延長

（URL：https://www.keisan.nta.go.jp/）

［金融情報］
●無担保・無保証・低金利！！　マル経融資（経営改善貸付）
　○ご 融 資 額／2,000万円以内
　○ご返済期間／運転資金7年以内（据置1年以内）
　○ご返済期間／設備資金10年以内（据置2年以内）

（国民生活事業）
日本政策金融公庫一関支店

〒021-0877 一関市城内1-9
TEL.0191-23-4157

現在の利率
1.21％

（令和2年3
月2日現在）

奥州市プレミアム付商品券の換金受付は、令和2年4月8
日（水）午後5時で終了いたします。換金受付窓口は、奥
州市役所本庁5階商業観光課、または各総合支所１階地
域支援グループです。期限後の換金は一切受理されませ
んので、忘れずに窓口にて手続きをお済ませください。

奥州市プレミアム付商品券の換金期限のお知らせ

【お問い合わせ先】
奥州市プレミアム付商品券事務局　電話30-9110
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珈琲
小休憩

時間

リレーコラム

【経営相談】
　4月2日（木）　午後2時～4時
　　　本所第一会議室
　　　相談員：税理士／及川和人

【融資相談】　※国民生活事業
　4月14日（火）
　　　午前10時～正午0　　本所相談室
　　　午後 1時～午後3時　江刺支所1階相談室
　　　相談員：日本政策金融公庫一関支店

【法律相談】
　4月21日（火）　午後2時～4時
　　　本所第一会議室
　　　相談員：岩手銀河法律事務所

4月4月

来
月
の

　
定
期
相
談
日

来
月
の

　
定
期
相
談
日

　先日、宿泊・飲食業部会の視察研修会が開催され、仙台市にあ
るニッカウヰスキー仙台工場宮城峡蒸溜所と定義如来へ参加者１７
名で行ってきました。天候が心配されましたが、春を感じさせるよ
うな陽気でした。ニッカウヰスキーの工場では製造の過程を見学し
ましたが、樽の焼き入れ具合によって味や香りが左右される事を知

りました。午後に見学した定義如来では、本堂参拝後お土産通りにある定義とうふ店で三角油
揚げをいただきました。１日に約１万枚売れると言われているだけあり、アツアツ・サクサクの
食感で本当に美味しかったです。当部会では毎年視察研修会を開催しておりますので、皆さん
のご参加をお待ちしております。（利）

　令和２年4月から改正健康増進法が全面施行されます。これにより原則屋内禁煙となり、たとえ自社オフィスとい
えども喫煙所や加熱式たばこ専用室以外では喫煙することができなくなります。

　多数の利用者がいる施設、旅客運送事業
船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内
原則禁煙となります。違反すると、罰則の対
象となることもあります。

　20歳未満の方は喫煙エリア（屋内、屋外
を含めた全ての喫煙室、喫煙設備）へは立ち
入り禁止となります。たとえ従業員であって
も立ち入ることはできません。

　改正法では施設における事業の内容や経
営規模に配慮し、その類型・場所ごとに各種
喫煙室の設置を認めています。喫煙可能な
設備を持った施設には必ず、指定された標
識の掲示が義務づけられます。

　既存の経営規模の小さな飲食店について
は、事業継続に影響を与えることが考えられ
ます。そのため経過措置として、以下の条件を
すべて満たしている「既存特定飲食提供施設」
であれば「喫煙可能室」を
設置することができます。
（施設の全部、又は一部に
設置可。ただし20歳未満は
立ち入り禁止）

条件1／令和2年4月1日時点で、営業している
飲食店であること

条件2／中小企業基本法における定義などから
資本金5,000万円以下であること

条件3／客席面積100㎡以下であること

4月から改正健康増進法全面施行により〝喫煙ルール〟が変わります
改 正 法 の 主 な 内 容
屋内原則禁煙

喫煙可能場所への20歳未満立ち入り禁止

各種喫煙室の設置/標識の掲示義務

経営規模の小さな飲食店
への経過措置

「既存特定飲食提供施設」の条件

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
「なくそう！望まない受動喫煙。マナーからルールへ」　https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/

喫煙可能室
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